
障害年金センター＼

診断書交付時のお願い その⑦
さて、今回のテーマは、

囀 ,

第 43口 ′

″ ～ちょつと気になる 所得証明書添付について～

20歳前障害基礎年金について、5年以上遡及して障害認定日請求を行う場合、
何年度の所得証明書を提出すればよいですか。

受給権発生年月日の翌月分以降が所得審査の対象になります。情報連携では直

近5年分しか所得情報が確認できないため、それ以前については、所得証明書の
添付が必要になります。ただし、支分権が時効消滅した期間については、所得
の状況に関する本人の申立書を添付することで所得証明書の添付は不要となり

ます。

【事例】受給権発生日 :H30.6 請求日:R6422 支分権消滅期間 :H_307分～Rl.9分
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診断書交付時のお願い

○「診断書の記載漏れ防止」の観点より、診断書交付時に記入上の注意について可能な限り

説明をお願いします。

○今回は「聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしやく。喩下機能、音声又は言語機能の障害用」の

「診断書」と「記入上の注意」 (表裏両面)をセットにしたものを掲載しました。
両面印刷し、診断書と一緒に病院に持参できるよう診断書交付時にご活用ください。

障害年金講座
b ハ

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓□事務での注

意点やよ<ある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。
毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

です。

．
．
．
●
．
●
．
．
●
．
●
♂

．
．
．
．
．
．
●
．
．
―
．
´

H29′ ′ヽH30
本人申立書
のみ添付

R2′ ′ヽR6
所得証明

情報連携で確認

〇診断書にあります記入上の注意は、切り離さないまま診断書作成医に渡していただくよう

説明をお願いします。

○障害年金請求用の診断書は 8種類あり、かけはじ第86号 (2024,1,12)の「精神の障害用」
の「診断書」と「記入上の注意」を皮切りに、これまで各種診断書の掲載をしておりました

が、次号 (第93号)の「眼の障害用」診断書の紹介で最後となります。
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③欄

診断書作成医療機関における初診時所見 初診年月日 (昭和・平成・令和 年 月 日)

⑩欄

障害の状態 (平成・令和 年 月 日現症)
※1.本人の障害の程度及び状態に無関係な欄を除いてすべて記入してください。

(無関係な欄は、斜線により抹消してください。)
※2.障害に関係する検査が実施されていない場合は該当欄に「未実施」又は「未測定」
など、わかりやすく記入してください。
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添旦ゴ必須の項目もあります。

聴覚の障害の「記入上の注意」 4(4)関連

聴覚の障害の障害認定基準においては、例えば、両耳の平均純音聴カレベル値が
50デシベル以上90デシベル未満の場合は最良語音明瞭度によつて障害等級の
判断が異なることもあるため、診断書に最良語音明瞭度を記載いただいてください。
(「障害年金ヘルプデスクQ&A(市区町村用)」 のQl-1(2)よ り)

お願い

①欄

現症時の日常生活活動能力及び労働能力(必ず記入してください。 )

⑫欄

予後 (必ず記入してください。)

※ 診断書作成医等の欄も、記入漏れがないよう記入していただくこととなつています。

上記のとおり、診断します。 年  月  日

病院又は診療所の名称 診療担当科名

医師氏名所   在   地

]anuary2025く (∨ol.92>

この日付は診断書の作成年

月日となります。⑩欄の現
症日以降の日付で作成して

ください。

以下の診断書の太文字の欄は、記入漏れがないよう記入していただくこととなっています。
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